
 

一 

 
 

 

国
土
強
靱
化
基
本
法
案
要
綱 

第
一 
総
則 

 

一 

目
的 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
一
条
関
係
） 

 
 

 

こ
の
法
律
は
、
国
土
の
強
靭じ

ん

化
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
事
業
者
及
び
国
民
の
責
務
を
明

ら
か
に
し
、
並
び
に
国
土
強
靭
化
基
本
計
画
の
策
定
そ
の
他
国
土
の
強
靭
化
に
関
す
る
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め

る
と
と
も
に
、
国
土
強
靭
化
戦
略
本
部
及
び
国
土
強
靱
化
国
民
運
動
本
部
を
設
置
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
国
土
の
強
靭
化

に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
し
、
も
っ
て
我
が
国
経
済
社
会
の
発
展
及
び
国
民
生
活
の
安
定
向
上
を
図

る
と
と
も
に
、
今
後
長
期
間
に
わ
た
っ
て
持
続
可
能
な
国
家
機
能
及
び
日
本
社
会
の
構
築
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ

と
。 

 

二 

基
本
理
念 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
二
条
関
係
） 

 
 

１ 

国
土
の
強
靱
化
に
関
す
る
施
策
は
、
東
日
本
大
震
災
を
契
機
に
、
経
済
等
に
お
け
る
過
度
の
効
率
性
の
追
求
が
人
口

及
び
行
政
、
経
済
、
文
化
等
に
関
す
る
機
能
の
過
度
の
集
中
を
生
み
、
国
土
の
脆ぜ

い

弱
性
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
た
こ
と
に
鑑
み
、
戦
後
の
我
が
国
に
お
け
る
国
土
の
利
用
、
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
計
画
、
経
済
の
運



 

二 

営
に
関
す
る
計
画
等
の
国
土
政
策
及
び
経
済
政
策
に
つ
い
て
の
総
合
的
な
検
証
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
国

家
及
び
社
会
の
諸
機
能
の
集
中
と
分
散
、
経
済
活
動
及
び
社
会
活
動
に
お
け
る
自
由
な
競
争
の
促
進
と
平
等
の
確
保
等

多
様
な
価
値
体
系
の
間
の
調
和
に
配
慮
し
つ
つ
、
人
口
及
び
行
政
、
経
済
、
文
化
等
に
関
す
る
機
能
が
そ
の
全
域
に
わ

た
り
適
正
に
配
置
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
が
有
機
的
に
連
携
し
つ
つ
そ
の
特
性
を
生
か
し
て
発
展
し
て
い
る
多
極
分

散
型
の
国
土
の
形
成
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
適
切
に
策
定
さ
れ
、
及
び
実
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

 
 

２ 

国
土
の
強
靱
化
に
関
す
る
施
策
は
、
地
域
間
の
交
流
及
び
連
携
を
促
進
し
、
固
有
の
文
化
及
び
自
然
条
件
等
の
特
性

を
生
か
し
た
地
域
の
振
興
を
図
り
、
地
域
社
会
の
活
性
化
及
び
地
域
に
お
け
る
定
住
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
経
済

の
停
滞
、
少
子
高
齢
化
の
進
展
、
人
口
の
減
少
等
の
我
が
国
が
直
面
す
る
課
題
の
解
決
に
資
す
る
と
と
も
に
、
国
土
の

保
全
及
び
複
数
の
国
土
軸
の
形
成
を
通
じ
た
国
土
の
均
衡
あ
る
発
展
が
図
ら
れ
る
こ
と
を
旨
と
し
て
講
ぜ
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

 
 

３ 

国
土
の
強
靱
化
に
関
す
る
施
策
は
、
大
規
模
災
害
を
未
然
に
防
止
し
、
及
び
大
規
模
災
害
が
発
生
し
た
場
合
の
被
害

の
拡
大
を
防
ぐ
と
と
も
に
、
国
家
及
び
社
会
の
諸
機
能
の
代
替
性
の
確
保
等
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
大
規
模
災
害
が
発

生
し
た
場
合
に
お
け
る
我
が
国
の
政
治
、
経
済
及
び
社
会
の
活
動
を
持
続
可
能
な
も
の
と
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
講
ぜ



 

三 

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

 

三 
国
の
責
務
等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
関
係
） 

 
 

 

国
、
地
方
公
共
団
体
、
事
業
者
及
び
国
民
の
責
務
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
。 

 

四 

法
制
上
の
措
置
等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
六
条
関
係
） 

 
 

 

政
府
に
よ
る
法
制
上
、
財
政
上
及
び
税
制
上
の
措
置
等
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
。 

第
二 

国
土
強
靭
化
基
本
計
画
等 

 

一 

国
土
強
靱
化
基
本
計
画 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
七
条
関
係
） 

 
 

１ 

政
府
は
、
国
土
の
強
靭
化
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
国
土
強
靭
化
基
本
計
画
を

定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

 
 

２ 

国
土
強
靭
化
基
本
計
画
は
、
国
土
の
強
靱
化
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
方
針
、
政
府
が
総
合
的
か
つ
計

画
的
に
講
ず
べ
き
施
策
等
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

３ 

国
土
強
靱
化
基
本
計
画
に
定
め
る
施
策
に
つ
い
て
は
、
当
該
施
策
の
具
体
的
な
目
標
及
び
そ
の
達
成
の
期
間
を
定
め

る
も
の
と
す
る
こ
と
。 



 

四 

 
二 

広
域
地
方
国
土
強
靱
化
計
画 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
八
条
関
係
） 

 
 

１ 

政
府
は
、
首
都
圏
、
近
畿
圏
、
中
部
圏
及
び
そ
の
他
の
広
域
地
方
国
土
強
靱
化
計
画
区
域
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
広

域
地
方
国
土
強
靱
化
計
画
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

 
 

２ 

広
域
地
方
国
土
強
靱
化
計
画
は
、
国
土
強
靱
化
基
本
計
画
を
基
本
と
し
て
、
当
該
広
域
地
方
国
土
強
靱
化
計
画
区
域

に
お
け
る
国
土
の
強
靱
化
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
の
方
針
、
当
該
広
域
地
方
国
土
強
靱
化
計
画
区
域
に
お
い
て
政
府

が
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
講
ず
べ
き
施
策
等
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

三 

都
道
府
県
国
土
強
靱
化
計
画
及
び
市
町
村
国
土
強
靱
化
計
画 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
九
条
及
び
第
十
条
関
係
） 

 
 

 

都
道
府
県
及
び
市
町
村
は
、
国
土
強
靱
化
基
本
計
画
及
び
広
域
地
方
国
土
強
靱
化
計
画
等
を
基
本
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ

都
道
府
県
国
土
強
靱
化
計
画
及
び
市
町
村
国
土
強
靱
化
計
画
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

第
三 

基
本
的
施
策 

 

一 

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
推
進 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
十
一
条
関
係
） 

 
 

 

国
は
、
東
日
本
大
震
災
復
興
基
本
法
第
二
条
に
定
め
る
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
円
滑

か
つ
迅
速
な
推
進
を
図
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 



 

五 

 
二 

大
規
模
災
害
の
発
生
時
に
お
け
る
円
滑
か
つ
迅
速
な
避
難
及
び
救
援
の
確
保 

 
 
 
 
 
 

 

（
第
十
二
条
関
係
） 

 
 

 
国
は
、
大
規
模
災
害
の
発
生
時
に
お
け
る
円
滑
か
つ
迅
速
な
避
難
及
び
救
援
を
可
能
と
し
、
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る

た
め
、
大
規
模
災
害
に
よ
る
被
害
の
予
測
及
び
そ
の
結
果
の
防
災
対
策
へ
の
活
用
の
推
進
、
避
難
訓
練
の
充
実
強
化
、
避

難
路
、
避
難
施
設
等
の
整
備
、
救
援
に
必
要
な
物
資
等
の
輸
送
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
道
路
等
の
整
備
そ
の
他
の
必

要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

三 

大
規
模
災
害
に
対
し
強
靭
な
社
会
基
盤
の
整
備
等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
十
三
条
関
係
） 

 
 

 

国
は
、
大
規
模
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
被
害
の
最
小
化
を
図
り
、
政
治
、
経
済
及
び
社
会
の
活
動
の
停
滞
を

防
止
す
る
た
め
、
建
築
物
等
の
地
震
に
対
す
る
安
全
性
の
向
上
、
密
集
市
街
地
の
整
備
に
よ
る
防
災
機
能
の
確
保
、
国
家

の
中
枢
的
な
機
能
の
代
替
性
の
確
保
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

四 

大
規
模
災
害
の
発
生
時
に
お
け
る
保
健
医
療
及
び
福
祉
等
の
確
保 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
十
四
条
関
係
） 

 
 

 

国
は
、
大
規
模
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
も
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
及
び
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
提
供
が
確
保
さ
れ

る
よ
う
、
救
急
医
療
の
体
制
の
整
備
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

五 

大
規
模
災
害
の
発
生
時
に
お
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
安
定
的
な
供
給
の
確
保 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
十
五
条
関
係
） 



 

六 

 
 

 

国
は
、
大
規
模
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
も
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
安
定
的
な
供
給
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
自
然
エ
ネ

ル
ギ
ー
の
利
用
の
促
進
、
原
子
力
発
電
施
設
の
地
震
等
に
対
す
る
安
全
性
の
確
保
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の

と
す
る
こ
と
。 

 

六 

大
規
模
災
害
の
発
生
時
に
お
け
る
情
報
通
信
の
確
保 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
十
六
条
関
係
） 

 
 

 

国
は
、
大
規
模
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
情
報
通
信
の
確
保
を
図
る
た
め
、
多
様
な
通
信
手
段
の
確
保
、
行
政

機
関
の
業
務
の
継
続
の
た
め
に
必
要
な
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

七 

大
規
模
災
害
の
発
生
時
に
お
け
る
物
資
等
の
供
給
の
確
保 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
十
七
条
関
係
） 

 
 

 

国
は
、
大
規
模
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
も
国
民
生
活
に
不
可
欠
な
物
資
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
安
定
的
な
供
給
が

確
保
さ
れ
る
よ
う
、
大
規
模
災
害
の
危
険
を
分
散
す
る
た
め
の
工
場
そ
の
他
の
事
業
所
の
移
転
の
支
援
そ
の
他
の
必
要
な

施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

八 

地
域
間
の
交
流
及
び
連
携
の
促
進 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
十
八
条
関
係
） 

 
 

 

国
は
、
大
規
模
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
強
靱
な
経
済
社
会
の
構
築
に
資
す
る
よ
う
、
高
速
自
動
車
国
道
、
新
幹
線
鉄

道
等
の
全
国
的
な
高
速
交
通
網
の
構
築
そ
の
他
の
地
域
間
の
交
流
及
び
連
携
を
促
進
し
、
日
本
海
国
土
軸
、
太
平
洋
国
土



 

七 

軸
そ
の
他
の
複
数
の
国
土
軸
が
相
互
に
連
携
す
る
こ
と
に
よ
る
多
軸
型
の
国
土
の
形
成
を
図
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講

ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

九 

我
が
国
全
体
の
経
済
力
の
維
持
及
び
向
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
十
九
条
関
係
） 

 
 

 

国
は
、
大
規
模
災
害
に
よ
る
国
民
生
活
及
び
国
民
経
済
へ
の
影
響
を
緩
和
し
、
大
規
模
災
害
か
ら
の
円
滑
か
つ
迅
速
な

復
興
を
可
能
と
す
る
た
め
、
産
業
の
国
際
競
争
力
の
強
化
に
資
す
る
道
路
、
港
湾
等
の
社
会
資
本
の
整
備
、
ア
ジ
ア
地
域

そ
の
他
の
地
域
と
の
貿
易
の
拡
大
並
び
に
経
済
の
分
野
に
お
け
る
交
流
及
び
連
携
の
促
進
そ
の
他
の
我
が
国
全
体
の
経
済

力
を
維
持
し
、
及
び
向
上
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

十 

農
山
漁
村
及
び
農
林
水
産
業
の
振
興 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

（
第
二
十
条
関
係
） 

 
 

 

国
は
、
国
土
の
保
全
を
図
る
た
め
、
国
土
の
大
半
を
占
め
る
農
山
漁
村
及
び
当
該
地
域
の
基
幹
的
な
産
業
で
あ
る
農
林

水
産
業
を
振
興
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

十
一 

離
島
の
保
全
等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
二
十
一
条
関
係
） 

 
 

 

国
は
、
離
島
が
我
が
国
の
領
域
及
び
排
他
的
経
済
水
域
等
の
保
全
等
に
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
離

島
に
関
し
、
海
岸
等
の
保
全
、
周
辺
海
域
の
警
備
の
強
化
、
住
民
の
生
活
基
盤
の
整
備
そ
の
他
の
離
島
の
保
全
及
び
管
理



 

八 

並
び
に
活
性
化
に
関
し
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

十
二 

地
域
共
同
体
の
維
持
及
び
活
性
化 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
二
十
二
条
関
係
） 

 
 

 

国
は
、地
域
社
会
の
絆

き
ず
な

の
維
持
及
び
強
化
が
防
災
対
策
の
推
進
そ
の
他
の
国
土
の
強
靱
化
の
推
進
を
図
る
上
で
重
要
で

あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
隣
保
協
同
の
精
神
に
基
づ
く
国
民
の
自
発
的
な
防
災
活
動
に
対
す
る
支
援
そ
の
他
の
地
域
共
同
体
を

維
持
し
、
及
び
活
性
化
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

十
三 

地
方
公
共
団
体
の
施
策 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
二
十
三
条
関
係
） 

 
 

 

地
方
公
共
団
体
は
、
一
か
ら
十
二
ま
で
の
国
の
施
策
を
勘
案
し
、
そ
の
地
方
公
共
団
体
の
区
域
の
自
然
的
経
済
的
社
会

的
諸
条
件
に
応
じ
た
国
土
の
強
靭
化
に
関
す
る
施
策
を
、
こ
れ
ら
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
り
つ
つ
実
施
す
る

も
の
と
す
る
こ
と
。 

第
四 

国
土
強
靭
化
戦
略
本
部 

 

一 

設
置
及
び
所
掌
事
務 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
五
条
関
係
） 

 
 

１ 

国
土
の
強
靭
化
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
、
内
閣
に
、
国
土
強
靭
化
戦
略
本
部
（
以

下
「
戦
略
本
部
」
と
い
う
。
）
を
置
く
こ
と
。 



 

九 

 
 

２ 

戦
略
本
部
は
、
国
土
強
靭
化
基
本
計
画
及
び
広
域
地
方
国
土
強
靱
化
計
画
の
案
の
作
成
及
び
実
施
の
推
進
、
関
係
行

政
機
関
が
こ
れ
ら
の
計
画
に
基
づ
い
て
実
施
す
る
施
策
の
総
合
調
整
そ
の
他
国
土
の
強
靱
化
に
関
す
る
施
策
で
重
要
な

も
の
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
総
合
調
整
等
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
こ
と
。 

 

二 

組
織 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
二
十
六
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
関
係
） 

 
 

１ 

戦
略
本
部
は
、
国
土
強
靱
化
戦
略
本
部
長
、
国
土
強
靱
化
戦
略
副
本
部
長
及
び
国
土
強
靱
化
戦
略
本
部
員
を
も
っ
て

組
織
す
る
こ
と
。 

 
 

２ 

戦
略
本
部
の
長
は
、
国
土
強
靭
化
戦
略
本
部
長
と
し
、
内
閣
総
理
大
臣
を
も
っ
て
充
て
る
こ
と
。 

 
 

３ 

戦
略
本
部
に
、
国
土
強
靱
化
戦
略
副
本
部
長
を
置
き
、
内
閣
官
房
長
官
及
び
国
土
強
靱
化
戦
略
担
当
大
臣
を
も
っ
て

充
て
る
こ
と
。 

 
 

４ 

戦
略
本
部
に
、
国
土
強
靱
化
戦
略
本
部
員
を
置
き
、
戦
略
本
部
長
及
び
戦
略
副
本
部
長
以
外
の
全
て
の
国
務
大
臣
を

も
っ
て
充
て
る
こ
と
。 

第
五 

国
土
強
靱
化
国
民
運
動
本
部
等 

 

一 

国
土
強
靱
化
国
民
運
動
本
部 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
三
十
四
条
及
び
第
三
十
五
条
関
係
） 



 

一
〇 

 
 

１ 

内
閣
府
に
、
特
別
の
機
関
と
し
て
、
国
土
強
靱
化
国
民
運
動
本
部
（
以
下
一
に
お
い
て
「
国
民
運
動
本
部
」
と
い
う
。
）

を
置
く
こ
と
。 

 
 

２ 
国
民
運
動
本
部
は
、
国
土
強
靱
化
国
民
運
動
の
推
進
そ
の
他
国
土
強
靱
化
国
民
運
動
に
関
す
る
重
要
な
事
項
に
つ
い

て
の
審
議
等
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
こ
と
。 

 
 

３ 

国
民
運
動
本
部
の
長
は
、
国
土
強
靱
化
国
民
運
動
本
部
長
と
し
、
国
務
大
臣
を
も
っ
て
充
て
る
こ
と
。 

 
 

４ 

国
民
運
動
本
部
に
、
国
土
強
靱
化
国
民
運
動
副
本
部
長
及
び
国
土
強
靱
化
国
民
運
動
本
部
員
を
置
き
、
関
係
行
政
機

関
の
職
員
及
び
２
の
国
民
運
動
本
部
の
所
掌
事
務
に
関
し
十
分
な
知
識
と
経
験
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
内
閣
総
理

大
臣
が
任
命
す
る
こ
と
。 

 

二 

都
道
府
県
国
土
強
靱
化
国
民
運
動
本
部
及
び
市
町
村
国
土
強
靱
化
国
民
運
動
本
部 

（
第
三
十
八
条
及
び
第
三
十
九
条
関
係
） 

 
 
 

都
道
府
県
及
び
市
町
村
は
、
そ
れ
ぞ
れ
都
道
府
県
国
土
強
靱
化
国
民
運
動
本
部
及
び
市
町
村
国
土
強
靱
化
国
民
運
動
本

部
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

第
六 

雑
則 



 

一
一 

 
一 

緊
急
事
態
へ
の
対
処
に
関
す
る
施
策
等
を
担
う
組
織
の
在
り
方
に
関
す
る
検
討 

 
 
 
 
 
 

（
第
四
十
条
関
係
） 

 
 

 
国
は
、
大
規
模
災
害
そ
の
他
の
緊
急
事
態
へ
の
対
処
に
関
す
る
施
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
総
合
調
整
並
び
に
大
規

模
災
害
そ
の
他
の
緊
急
事
態
へ
の
対
処
に
関
す
る
施
策
の
実
施
等
を
担
う
組
織
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の

結
果
に
基
づ
き
、
必
要
な
法
制
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

二 

国
土
の
利
用
等
に
関
す
る
総
合
的
か
つ
基
本
的
な
政
策
を
担
う
組
織
の
在
り
方
に
関
す
る
検
討
（
第
四
十
一
条
関
係
） 

 
 

 

国
は
、
国
土
の
利
用
、
開
発
及
び
保
全
、
経
済
並
び
に
科
学
に
関
す
る
研
究
の
成
果
の
活
用
に
係
る
技
術
に
関
す
る
総

合
的
か
つ
基
本
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
並
び
に
こ
れ
ら
の
政
策
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
事
務
の
調

整
等
を
担
う
組
織
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
必
要
な
法
制
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と

す
る
こ
と
。 

第
七 

施
行
期
日
等 

 

一 

施
行
期
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
附
則
第
一
条
関
係
） 

 
 

 

こ
の
法
律
は
、公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。 

 

二 

そ
の
他 



 

一
二 

 
 

 

そ
の
他
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
。 


